
さらに相場が下落した場合の基準値の更新

＊特別気配状態における基準値の更新における例から続きます

※約定可能値段幅の上限（下限）と警告点の上限（下限）が一致している場合を固定モードといいます。

例　　白金（警告点幅10円／約定可能値段幅3円）

現在値：2990／基準値：2993 現在値：2990／基準値：2993
気配表示 売気配 ト 2990/10 気配表示 売気配 ト 2990/10

買気配 ー 買気配 ー

売注文 値段 買注文 売注文 値段 買注文 売注文 値段 買注文 売注文 値段 買注文
10 3012 10 3012 10 3012 3012
10 3011 10 3011 10 3011 3011

警告点（上限） 10 3010 10 3010 10 3010 3010
10 3009 10 3009 10 3009 3009
10 3008 10 3008 10 3008 3008
10 3007 10 3007 10 3007 3007
10 3006 10 3006 10 3006 3006
10 3005 10 3005 10 3005 3005
10 3004 10 3004 10 3004 3004
10 3003 10 3003 10 3003 3003
10 3002 10 3002 10 3002 3002
10 3001 10 3001 10 3001 3001
10 3000 10 3000 10 3000 3000
10 2999 10 2999 10 2999 2999
10 2998 10 2998 10 2998 2998
10 2997 10 2997 10 2997 2997

約定可能値段幅（上限） 10 2996 10 2996 10 2996 2996
10 2995 10 2995 10 2995 2995
10 2994 10 2994 10 2994 2994

基準値 10 2993 10 2993 10 2993 2993
10 2992 10 2992 10 2992 2992
10 2991 10 2991 10 2991 2991
10 2990 10 2990 10 2990 2990
10 2989 10 2989 10 2989 2989
10 2988 10 10 2988 10 10 2988 10 約定 2988
10 2987 10 10 2987 10 10 2987 10 2987
10 2986 10 10 2986 10 10 2986 10 2986
10 2985 10 10 2985 10 10 2985 10 2985
10 2984 10 10 2984 10 10 2984 10 2984
10 2983 10 10 2983 10 10 2983 10 2983
10 2982 10 10 2982 10 10 2982 10 2982
10 2981 10 10 2981 10 10 2981 10 2981
10 2980 10 10 2980 10 10 2980 10 2980

●約定可能値段幅の下限と
警告点の下限が一致してお
り、固定モードとなっていま
す。

●その後、売の成行注文が10
枚発注されました。
●また、このとき新たに2988
円の買の指値注文が10枚発
注されました。

●警告点の設定を行った後
も、特別気配状態のまま状況
に変化がない場合は、さらに
原則として1分後に、基準値を
更新します。

●約定可能値段幅内の2988
円で注文が対当しますので、
約定します。

●2988円で約定が成立しまし
たので、基準値を2988円に更
新します。

特別気配状態
固定モード※

特別気配状態 約定

特別気配状態かつ固定モードとなっている場合における基準値更新は、固定
モードの解除に「1分以内」、特別気配状態における基準値更新に「原則1分」の
計「2分以内」の時間を要することがあります。

固定モードと
なってから、原
則1分以内に、
警告点の設定
を行います。

警告点を設定し
たのち、原則1分
後に、基準値の
更新を行います。
（固定モードと
なってから2分以
内）

約定可能値段幅（下限）
警告点（下限）


